
戻

■証明書を発行する事業者に関する項目（①～⑥）

①
○証明書を発行する事業者の名称（法人名）を記載してください。
　※就労証明書の発行に責任を持つ企業・組織・団体名等を記載してください。
　※個人事業主の場合は事業者の名称を記載してください。

②
○証明書発行事業所の住所を記載してください。
　※証明書の証明対象となる者（以下「本人」という。）の就労先住所ではない点に注意してくだ
さい。

③
○証明書の内容に責任を持つ者の氏名を記載してください。
　※会社勤めの方については、現場責任者の方等であってもご自身を発行証明責任者とするこ
とは原則できません。

⑤
○証明日（証明書発行日）を記載してください。
　※年の欄は西暦で記載してください。

⑥

○証明書の内容について、自治体からの事務的な連絡を受ける担当部署、担当者名、電話
番号を記載してください。
　※個人事業主等「部署」が存在しない場合は、「担当部署」欄は空欄で構いません。
　※本証明書の作成は、業務内容について事業者として証明できる担当部署、担当者が作成
するよう、ご留意ください。

■氏名等に関する項目

○本人の氏名、フリガナを記載してください。

○本人の住所を記載してください。

■本人の就労状況、就労先（就労予定先の場合含む）に関する項目

№2
○現在の就労状況について該当する項目をチェック（レ点記入）してください。
　※「□就労中」には証明書発行事業所から出向し就労している場合も含みます。
　※「□産休・育休中」には、法令上の産前・産後休業及び育児休業に限らず法人独自の休業
等も含みます。
　※「□就労予定（転職内定含む）」には、以下の両方を含みます。
　　・新規就労（現在無職だが、証明書発行事業所での就労が内定している場合）
　　・転職（現在別事業所で働いているが、証明書発行事業所での就労が内定している場合）
　※いずれにも該当しない場合は「□その他」をチェック（レ点記入）し、カッコ内に具体的に記載
してください。

№3
○①証明書発行事業所名と異なる場合は本人が働いている事業所の名称を記載してくださ
い。

○②証明書発行事業所住所と異なる場合は本人が実際に働いている事業所の住所を記載し
てください。
　※実際に働いている就労場所が複数存在する場合は、主たる就労先の住所を記載するよう
にしてください。
　※就労場所が存在しない場合には、自宅等就労時に本人が主として存在している場所を記載
するようにしてください。

就労状況・予定

神奈川県藤沢市【就労証明書（詳細版）】記載要領

証明書発行事業所名

証明書発行事業所住所

証明書発行責任者氏名

証明日

記載内容の問合せ先

№1 フリガナ/本人氏名

本人住所

主な就労先事業所名 

№4

主な就労先住所

・ピンク色の項目については、全ての方において必ず記載を要します。

・未記入などの不備がある場合、保育の必要性認定や、認可保育施設入所審査を行うことができなくなる可能性があります。

次の事項に必ずご留意いただき、ご不明な点等ございましたら、藤沢市役所保育課（0466-50-3526）までお問い合わせください。
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戻 神奈川県藤沢市【就労証明書（詳細版）】記載要領
■本人との契約（雇用契約等、就労に関する契約）・就業規則の内容に関する項目

○就労形態について該当する項目にチェック（レ点記入）してください。

「□役員（会社の取締役・監査役、法人の理事等）」
　会社、団体、公社等の役員（法人格を有する商店等の経営者を含む。）
　※併せて商業登記簿謄本の写しをご提出ください。

「□自営業主（個人事業主）」
　個人経営の事業を営んでいる者
　※併せて「就労状況説明書」と「自営又は自営による収入を証明する書類」をご提出ください。

「□正規の職員・従業員」
　派遣労働者ではなく、期間の定めのない労働契約を締結する者

「□パート・アルバイト」
　正社員より1日の所定労働時間が短い、または１週間の所定労働日数が少ない者

「□派遣社員」（労働者派遣事業所の派遣社員）
　働いている企業等と直接雇用関係がなく、期間の定めがある労働契約を締結する者

「□契約・嘱託社員」
　働いている企業等と直接雇用の関係があり、期間の定めがある労働契約を締結する者

「□会計年度任用職員」
　地方公務員法第22条の２に基づき任用される非常勤職員

「□自営業専従者」
　自営業主（個人事業主）と親族関係にある者で専従者控除の対象となる者。いわゆる専従者
や自営業協力者のこと。
　※併せて「就労状況説明書」と「自営又は自営による収入を証明する書類」をご提出ください。

「□内職者」
　自宅で内職（賃仕事）をしている者

「□家族従業者」
　自営業主の家族（生計を一にする親族）で、その自営業主の営む事業に無給で従事している
者
　　※併せて「就労状況説明書」と「自営又は自営による収入を証明する書類」をご提出くださ
「□業務委託」
　業務委託契約を締結する者
　※併せて「就労状況説明書」と「業務委託契約又は業務委託による収入を証明する書類」をご
提出ください。

「□その他」
　上記のいずれにも該当しない場合にチェック（レ点記入）し、カッコ内に具体的に記載してくださ
い。

　※「契約・嘱託社員」等の場合で「会計年度任用職員」にも該当する場合は、「会計年度任用
職員」にチェック（レ点記入）してください。

№6

○一月当たり、一週当たりの就労日数について記載してください。フレックスタイム制・裁量労
働制・シフト勤務の場合であっても、標準的な就労日数の記入が必要です。
　※雇用契約に基づく就労日数であり、実際に就労した日数（実績）ではありません。
　※雇用契約上、月当たりの就労日数が定められている場合、週当たりの就労日数欄には、４
（週）で除した日数を記載してください。
　※雇用契約上、週当たりの就労日数が定められている場合、月当たりの就労日数欄には、４
（週）を乗じた日数を記載してください。
　※雇用契約上、年当たりの就労日数が定められている場合、月当たりの就労日数欄には12
（月）で除した日数、週当たりの就労日数欄には48（週）で除した日数を記載してください。

№7

○一月当たり、一週当たり、一日当たりの就労時間について記載してください。なお、この項目
では休憩時間を含めて記入してください。また、休憩をとっている場合は、必ず「８　就労時間
帯」にて休憩時間数を記入してください。
　※雇用契約に基づく就労時間であり、実際に就労した時間（実績）ではありません。育児短時
間勤務制度等を利用している場合でも、制度利用前の就労時間数を記載してください。
　※雇用契約上、週当たりの就労時間が定められている場合、月当たりの就労時間欄には、４
（週）を乗じた時間を記載してください。
　※雇用契約上、年当たりの就労時間が定められている場合、月当たりの就労時間欄には12
（月）で除した時間を、週当たりの就労時間欄には48（週）で除した時間を記載してください。
　※雇用契約上の就労時間であるため、残業時間は除いてください。
　※シフト勤務等変則就労の場合は、一日当たりの就労時間については、平均的な就労時間を
記載してください。なお、市区町村における保育の必要性認定に必要となる場合は、シフト表の
追加提出を求める場合があります。
　※休憩時間（就業規則等で定められている休憩に限る。）は含めてください。また、就業規則
等で定められている休憩時間数についても記載してください。

№5

就労形態/働き方 就労形態

就労日数

就労時間
※休憩時間含む
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戻 神奈川県藤沢市【就労証明書（詳細版）】記載要領
№8

○就労時間帯（何時から何時まで働くこととされているか）を記載してください。
〇就労者が休憩を取得している場合、必ず休憩時間を記入してください。
　※時間帯は、「24時間表記」で記載してください。夜間勤務など日をまたぐ場合には、０時～29
時の幅（例えば22時から翌朝５時まで就労する場合は「22時00分～29時00分」）で記載してくだ
さい。
　※短時間勤務制度を利用している場合は、制度利用前の雇用契約・就業規則上の就労時間
帯を記載してください。
　※フレックスタイム制、裁量労働制の場合は、標準的な就労時間帯を記載してください。
　※曜日等により標準的な時間帯が異なるなど、定期的に異なる就業時間帯を組み合わせて
いる場合は、３パターンまで、各パターンごとに標準的な就労時間帯を記載してください。
　※複数パターンの就労時間帯を記載する場合、主たる労働時間帯が決まっている場合は当
該時間帯を①に、決まっていない場合は一月当たりの勤務回数の多い時間帯を①としてくださ
い。

№9

○雇用契約・就業規則上の就労日（曜日又は祝日）について該当する項目にチェック（レ点記
入）してください。
　※定休日ではないので注意してください。
　※時間帯①～③について、No.8で回答した時間帯に対応する就労日を選択してください。No.8
において記載していない時間帯については、記載不要です。

○休日が不規則で、事業所の年間カレンダーで休日が決まっている場合には、その旨を備考
欄に記載の上、別途カレンダーを提出してください。

○土日祝日の就労が常態的（平均して月１回以上）である場合には、その旨備考欄に記載し
てください。

№10 ○雇用期間について無期の場合は就労開始（予定）日のみを、有期の場合はその期間を記載
してください。
　※年の欄は西暦で記載してください。
　※就労開始予定日を保育所等の利用開始日としている場合は、「□保育所等入所次第」に
チェック（レ点記入）してください。

就労時間帯

就労日

雇用（予定）期間等
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戻 神奈川県藤沢市【就労証明書（詳細版）】記載要領
■本人の就労実績に関する項目

年・月

○直近の就労実績のある「年・月」を新しい順に記載してください。なお、育児休業等により直
近期間において一月分の就労実績がない場合は、育児休業等取得月を除き、育児休業等取
得前の就労実績も合わせて記載してください。（例：●●年６月、●●年５月、●●年４月）
　※「直近」とは、「証明日の属する月」の前月末まで（証明日が10月１日の場合の直近３か月
は、７～９月［様式上６か月分設定した場合］証明日が10月１日の場合の直近６か月は４～９月）
をいいます。
　※締日との関係で、証明日の属する月の前月の実績を把握していない場合は、証明日の属
する月の前々月末まで（証明日が10月１日の場合、６～８月［様式上６か月分設定した場合］証
明日が10月１日の場合、３～８月）を「直近」としてください。
　※年の欄は西暦で記載してください。

就労日数
※有給休暇含む

○「年・月」に対応する就労日数を記載してください。なお、育児休業等により直近期間におい
て一月分の就労実績がない場合は、育児休業等取得月を除き、育児休業等取得前の就労実
績も合わせて記載してください。
　※有給休暇取得日数、休日出勤等を含めて記載してください。
　※1時間でも働いた日は1日として計上してください。

労働時間
※休憩・残業時間含
む

○「年・月」に対応する労働時間について記載してください。なお、育児休業等により直近期間
において一月分の就労実績がない場合は、育児休業等取得月を除き、育児休業等取得前の
就労実績も合わせて記載してください。
　※就業規則上の就労時間のほか、残業時間（時間外労働分）についても含めた実労働時間と
してください。
　※休憩時間（就業規則等で定められている休憩に限る。）は含めてください。
　※有給休暇（時間休含む）取得の場合は雇用契約・就業規則上の就労時間労働したものとみ
なします。

給与支給実績
※賞与一時金、通勤
手当を除いた給与額
（税・社会保険料等の
控除金額）

○「年・月」に対応する給与支給実績について記載してください。なお、育児休業等により直近
期間において一月分の就労実績がない場合は、育児休業等取得月を除き、育児休業等取得
前の就労実績も合わせて記載してください。
　※締日・支給日等の関係で、対応する給与支給実績が未確定の場合は、当該月分について
のみ空欄として構いません。
　※締日・支給日等の関係で、当該月分の労働時間の実績に給与支給実績が合致しない場合
については、証明書を発行する事業者において当該月分として支給している給与額を支給実績
として記載し、その旨余白や別紙等に記載してください。
　※賞与一時金、通勤手当を除いた給与額（税・社会保険料等の控除前の額）を記載してくださ
い。

■育児に関する休業・短時間勤務制度に関する項目

№12

○産前・産後休業の取得（予定）期間を記載してください。
　※年の欄は西暦で記載してください。
　※法令上の産前・産後休業に限らず法人独自の就業規則等に基づいた休業も含みます。
　※現在取得中の場合もしくは今後取得予定の場合はその期間（発行者が⑤証明日時点で把
握している年月日）を記載してください。終了日が確定していない場合でも終了予定日を記載す
るようにしてください。

№13

期間

○育児休業の取得（予定）の根拠について「□法定」か「□企業独自」かにチェック（レ点記入）
してください。
　※育児・介護休業法に基づく育児休業の場合は「□法定」とし、同法に基づかない法人独自の
就業規則等に基づく育児のための休業の場合は「□企業独自」としてください。
○育児休業の取得（予定）期間を記載してください。
　※年の欄は西暦で記載してください。
　※法令上の育児休業に限らず法人独自の就業規則等に基づいた休業も含みます。
　※取得済みの場合は実績を記載してください。
　※現在取得中の場合若しくは今後取得予定の場合はその期間（発行者が⑥証明日時点で把
握している年月日）を記載してください。
　※終期が確定していない場合でも終了予定日を記載するようにしてください。

№11

直近の就労実績

産前･産後休業の
取得(予定)期間

育児休業の取得
(予定)期間
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戻 神奈川県藤沢市【就労証明書（詳細版）】記載要領

入所が内定した場合
の育児休業の短縮可
否

○育児休業の終了予定日よりも前の日時での保育所等の入所が内定した場合、育児休業を
短縮し、入所内定日から復職することについて、「□可」か「□否」にチェック（レ点記入）してく
ださい。
なお、「□不可」にチェックが入っている場合、保育施設への入所希望月によっては、入所審査
を行うことができなくなる場合があります。

■本人の就労状況、就労先（就労予定先の場合含む）に関する項目

単身赴任／期間/
赴任（予定）地

○単身赴任について「□有」か「□無」にチェック（レ点記入）してください。
○「□有」の場合はその期間を記載してください。
　※年の欄は西暦で記載してください。
　※終期が未定の場合は終期欄は空欄で構いません。
○「□有」の場合はその赴任（予定）地を記載してください。
　※市町村単位で記載してください。市町村が決まっていない場合は、都道府県単位で記載し
てください。

業務内容 ○本人の担当する業務内容について、簡潔に記載してください。

■本人の就労実績に関する項目

No.21

○産前・産後休業、育児休業以外の休業を取得している場合、当該休業の取得状況につい
て、「□取得中（予定）」か「□取得済み」にチェック（レ点記入）してください。
　※休業取得予定の場合も「□取得中（予定）」にチェック（レ点記入）してください。

○休業を取得している理由について、「□介護休業」「□病休」「□その他」にチェック（レ点記
入）してください。
　※介護休業は、法定の介護休業のほか、法人独自の就業規則等に基づいた休業も含みま
す。
　※「□その他」の場合には、カッコ内に簡潔に理由を記載してください。

○また、休業取得（予定）期間について記載してください。
　※終了日が確定していない場合でも、終了予定日がある場合には、終了予定日を記載してく
ださい。終了予定日の設定もなく終期未定の場合は、終了年月日欄は空欄で構いません。

★よくあるお問い合わせ

■保護者記載欄

育児休業の取得
(予定)期間

№18

就労状況・予定②

産休・育休以外の休業の取得期間

きょうだいが育児休業を取得した
のち、新たに出産し、きょうだい
分で連続して産前産後休暇・育
児休業を取得している場合

①上の子の育児休業は既に終了しているため、「１３　育児休業の取得（予定）期間」の「取得済」の欄に記載してくださ
い。
②現在下の子の産前産後休暇を取得している場合は「１２　産前・産後休業の取得（予定）期間」の「取得中」の欄に期
間を記載してください。現在下の子の育児休業を取得している場合は、「１３　育児休業の取得（予定）期間」の「種別」
や短縮可否を選択し、「取得中」にその期間を記載してください。

※「１１　直近の就労実績」には①②の期間を除いた就労実績を記載してください。

出産前の体調不良などにより、
病気休暇を取得したのちに、連
続して産前産後休暇・育児休業
を取得している場合

「６　就労日数」「７　就労時間」と
「１１　直近の就労実績」が大きく
異なる場合

①病気休暇は既に終了しているため、「２１　産休・育休以外の休業の取得期間」のうち、「取得済」にチェックをした上
で、理由や期間を記載してください。
②現在産前産後休暇を取得している場合は「１２　産前・産後休業の取得（予定）期間」の「取得中」の欄に期間を記載
してください。現在育児休業を取得している場合は、「１３　育児休業の取得（予定）期間」の「種別」や短縮可否を選択
し、「取得中」にその期間を記載してください。

※育児休業ののちに連続して病気休暇を取得している場合は、①で「取得中（予定）」に、②で「取得済」の欄に記入し
てください。
※「１１　直近の就労実績」には①②の期間を除いた就労実績を記載してください。

〇長期休暇取得や休業をしていた（している）場合
→「２１　産休・育休以外の休業の取得期間」にその内容を記載してください。

〇育児短時間勤務や、理由により一定期間就労日数や就労時間を調整している場合
→「９　就労日」の「備考」にその旨を記載してください。
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戻 神奈川県藤沢市【就労証明書（詳細版）】記載要領
保護者
記載欄

○本人と児童との続柄について児童側からの視点で続柄をチェック（レ点記入）してください。
　※いずれにも該当しない場合は「□その他」をチェック（レ点記入）し、カッコ内に具体的に記載
してください。

○児童名を記載してください。
○児童の生年月日を記載してください。
　※年の欄は西暦で記載してください。
○施設（認定こども園、幼稚園、保育所、放課後児童クラブ等）の名称を記載してください。ま
た、「□利用中」「□転園」「□申込み中」にチェック（レ点記入）してください。
　※申込み中の場合は、第一希望から第二希望まで記載してください。転園を希望している場
合で、転園先の第二希望がある場合は、申込み中（第二希望）欄を使用して記載してください。

児童との続柄

児童について

6 / 6


